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　１0月から役場
の窓口でパス
ポートの申請を
受け付けます。
そのために必要
な機材の購入な
どを行います。

　これまで６歳
までが対象だっ
た医療費助成を
中学校卒業まで
拡大し、また受
給者の自己負担
をなくすことで、
町内すべての家
庭における子ど
もの医療費を義
務教育修了まで
無料化します。
（８月から実施）

�������	
��	
��

�������	
��
���
��


��������

　国・県補助金などを受けて事業を実施する各
種団体に対し、その補助金などが入金されるま
での間の資金を融資するための基金を創設しま
す。
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　町の予算を年収500万円の家庭に例えると
次のように表すことができます。
　県内すべての市町村に同じことがいえます
が「親の援助、公的補助」がないと生活でき
ないことがわかります。
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　これまで母子家
庭に対して行われ
てきた医療費助成
と児童扶養手当を、
町単独事業として
父子家庭に対して
も行います。
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　下有住西風・高瀬地区のほ場整備のために県が
調査を行うため、その経費の一部を負担します。
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　老朽化した五葉消防屯所を新築します。
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　従来の林道より安価で、作業道より耐久性のあ
る基幹作業道を町有林に整備し、作業の効率化を
図ります。
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　老朽化したスクー
ルバスを買い換えま
す。
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　児童生徒の生活様式の変化
に対応するため、小中学校の
トイレの一部を洋式にします。

　平成20年度に予算を計上し、平成21年度に
事業を実施する繰越事業の主なものは次のと
おりです。
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　国の景気対策を目的とした交付金を活用し
次の事業を行います。ただし、事業費が交付
金の上限１億3,543万円に達した段階で打ち
切り、実施できなかった事業は翌年度以降に
実施します。
・防災行政無線設備改修事業
・道路維持事業
　（町道滝観洞線、町道新切新田線の補修）
・橋りょう維持事業
　（鷹の巣橋、万上橋の補修）
・河川（合洞沢川）改修事業
・消防屯所整備事業（２棟）
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　給付対象の方に１万2,000円（基準日現在で
18歳未満、65歳以上の方には２万円）を支給
します。（申請受付中）
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　平成14年４月２日から平成17年４月１日ま
でに産まれた第２子以降の子ども１人あたり
３万6,000円を支給します。（申請受付中）


